
大津市自治会等報償金支出要藤＼

1趣旨

この要領は､自治会､自船長､学区自治由冬学区自治連合会長に対し

報償金を支出することに関し必要な事項を定めるものとするo

2支出目的

･1)市か≡言霊芸芸芸苦言芸芸慧三笠貰芸芸話芸芸三雲芸芸警慧tc

めとする市政協力に対する謝礼として支出する｡

･2)布､芸芸諾㌘芸孟夏芸慧芸芸芸芋霊芝芸表芸芸蒜冨

謝礼として支出する虹

3支出基準＼

自治会､自治会長､学区自治連合会に対する報償金は､毎年4 hhl南在に

ぉける自治会の加入世帯数を基準として算出するor

＼｢-

4　報償金の額

(1)報償金の額は､別表に定めるとお｡とするo

(2)年度途中に自治会等が設立された場合は､月割りで算出した金額とする｡

(3) (2)の場合､設立が月の2日以降のときは翌月から算-た金額とする｡

(4)金額に端数が生じた場合は1 0醸滞切捨てとするo
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附　則

この要領は､平成14年7月1日から施行する｡
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